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物 件 説 明 書 １  
   令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所  在  地 岡山市東区瀬戸町光明谷字前横田239番１ 、 字簀堂241番３  

物 件 の 状 況       

土  地 建  物 

地積( 実測)  地目 形状 構 造 延面積 建築年 

981. 13㎡ 宅地 ほぼ台形 
( 1) 鉄筋ｺﾝｸﾘ ﾄー造陸屋根2階建 
( 2) ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌ゙ ﾛｯｸ造平家建 
( 3) 鉄骨造平家建 

524. 42㎡（ 登記）  
  8. 51㎡（ 未登記）  
  8. 55㎡（ 未登記）  

S45 
S45 
S45 

接 面 道 路 の       
幅員及び構造 

西側： 幅員約8. 0ｍの舗装県道（ 主要地方道岡山赤穂線） に接面 

都市計画法及 
び建築基準法 
上の主な制限 

都市計画区域 市街化区域 用途地域 第１ 種低層住居専用地域 

日 影 制 限       制限有（ 二）  建ぺい率 50％ 容積率 100％ 

防 火 地 域        そ の 他 
土砂災害警戒区域（ 土石流）  
岡山市景観計画 

占 有 物 件 等       有・ 無 物件の内容 

中国電力： 電柱２ 本 
Ｎ Ｔ Ｔ ： 電話柱３ 本、 支柱１ 本、 支線１ 条、 共架電線18m 
エネルギア・ コ ミ ュ ニケーショ ンズ： 共架通信線18m 
岡山ネッ ト ワ ーク ： 共架通信線62m 

私道の負担等 有・ 無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事業所名 電話番号 負担金等 

電 気 可    

上水道 可 岡山市水道局給水課 086-271-5411 納入済（ 20mm） ×９  

下水道 可 
岡山市下水道河川局下水道
保全課瀬戸下水道事務所 

086-952-1124 納入済 

都市ｶ゙ ｽ 不可    

交 通 機 関       
バ ス  宇野バス 「 赤磐警察署前」 停留所 南西方 直線距離 約  0. 4 km  

鉄 道 Ｊ Ｒ 山陽本線「 瀬戸」 駅 南西方 直線距離 約 0. 7 km 

公 共 施 設 等       

市役所( 支所) 南西方 直線距離 約  0. 9 km 郵便局 南西方 直線距離 約  0. 6 km 

小学校 南 方 直線距離 約  1. 6 km 中学校 南西方 直線距離 約  0. 4 km 

交 番 南西方 直線距離 約  0. 5 km 病 院 南西方 直線距離 約  1. 0 km 

近 隣 の 状 況       
・ 当該地は、 戸建住宅、 共同住宅、 店舗等が混在する 地域です。  
・ 近隣の主な公共施設と しては、 市立瀬戸中学校、 県立瀬戸高校、 赤磐警察署等があり ます。  

建 物 の 状 況       

建 築 年 上記表のと おり  使用状況 職員住宅と して平成27年４ 月まで使用 

石綿使用調査 実施( 一部) ・ 未 内外壁、 天井には吹付けアスベスト の使用なし 

耐 震 診 断 実施・ 未  

最低売払価格 １ ３ ， ８ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 更地価格から 建物等撤去費相当額を控除し た額）  

参 考 事 項       

・ 土地、 建物、 工作物（ 定着物及び附属物を含む） を現状有姿のま ま 、 一体で売却し ま
す。  

 建物には、 解体撤去条件を付すと と も に、 当条件の不履行に対し て売買物件の買戻し
をする こ と ができ る こ と と し ま す。  

・ 本物件は長期間未使用であり 、 築後相当の年数を経過し ている こ と から 、 目視可能部
分のみなら ず、 目視不可部分についても 相応の経年劣化が見込ま れま す。  

・ 敷地北側境界において、 隣接地の工作物（ 排水管） が県有地に越境し ていま す。 当該
工作物については、 本物件の購入者の負担で撤去する こ と について、 隣接者から 書面
で承諾を得ていま す。  

・ 敷地東側境界において、 本物件のフェ ンス の一部が隣接地（ 市有地） に越境し ていま
す。  

・ 土壌汚染調査、 地質調査、 地下埋設物調査及び建物状況調査は実施し ていま せん。  
・ 土地及び登記建物は、 購入者に登録免許税を負担いただき 、 県が所有権移転登記を行

いま す。  
・ 登記建物の所在地の変更登記や未登記建物の表題登記・ 所有権保存登記については県

では行いま せん。 登記を行う 場合は購入者において購入者の負担によ り 行ってく ださ
い。  

（ 注） 物件説明書は、 入札参加者が物件の概要を 把握する ための参考資料ですので、 必ず入札参加者 

ご自身において現地及び諸規制についての確認を 行ってく ださ い。  
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対象物件 

おかやま 全県統合型Ｇ Ｉ Ｓ  

（ 単位： ｍ）  

（ 隣 地）  

( 3) 自転車置き 場 

( 1)  

共同住宅 

( 2) プロ パン 庫 

県道 

隣地の排水管が越境 

（ 隣 地）  

こ の付近のフ ェ ンス が 

市有地に越境 

241番3 

239番1 

０ . ４ ５  

０ . ３ ３  

０ . ６ ０  

０ . ２ ５  

１ . ６ ３  

０ . ９ ５  

０ . ９ ８  

１ . ３ ３  

１ . ５ ７  

３ . ６ ３  
（ 市有地）  

239番8（ 道路敷地）  
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■岡山市東区瀬戸町光明谷字前横田２３９番１外

西側から撮影

南東側から撮影

対象物件

対象物件
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物 件 説 明 書 ２  
 
                                                                  令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所 在 地  津山市総社字大根山５３１番、５３１番２  

物 件 の状 況       

土  地 建  物 

地積 （実測） 地 目 形 状 構  造 延面積 

２３８．２１㎡ 
３８．８３㎡ 

２７７．０４㎡ 

宅  地 
雑種地 

 
不整形   

接 面 道 路 の       

幅員及び構造 

 東側約８ｍ幅員の舗装市道に接面 （本地と最大約１．５ｍの高低差） 

 南側約５ｍ幅員の舗装市道に接面 （本地と最大約３．０ｍの高低差） 

都市計画法及 

び建築基準法 

上の主な制限 

都市計画区域  非線引都市計画区域         用途地域  第一種低層住居専用地域 

日 影 制 限        制限有（二） 建ぺい率  ５０％ 容積率      １００％ 

防 火 地 域        指定なし そ の 他      津山市景観計画 

占 有 物 件 等       有・無 物件の内容 
 ・電線上空占用  

 ・町内会案内板、防犯灯（いずれも撤去可能） 

私道の負担等 有・無 負担の内容 
 

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 電 話 番 号 

電 気 可   

上水道 可(未接続)  津山市水道局お客様センター ０８６８－３２－２１０５ 

下水道 可(未接続)  津山市下水道課 ０８６８－３２－２１００ 

都市ｶﾞｽ 可(未接続)  津山ガス株式会社 ０８６８－２２－７２１１ 

交 通 機 関       
バ ス 中鉄バス「森林管理署前」停留所 南東方 直線距離 ０．８㎞ 

鉄 道 Ｊ Ｒ津山線「津山」駅 南東方 直線距離 ２．０㎞ 

公 共 施 設 等       

市役所 東 方 直線距離 約 １．０km 郵便局  北東方 直線距離 約 ０．５km 

小学校 東 方 直線距離 約 ０．７km 中学校  東 方 直線距離 約 ０．６km 

警察署 東 方 直線距離 約 １．５km 病 院  東 方 直線距離 約 ０．８km 

近 隣 の状 況       
 ・当該地は、県道津山加茂線の西方に位置し、一般住宅が建ち並ぶ住宅地域です。 

 ・近隣の主な公共施設としては、鶴山中学校、北小学校、津山総社簡易郵便局等があります。                                       

最低売払価格  ２，１１４，０００円 

参 考 事 項       

 ①土地を現状有姿のまま売却します。 

 ②土地北側（隣地）に高さ約３．５ｍのコンクリート擁壁、当該土地東側（約１．５ｍ）南側 

   （約３．０ｍ）に擁壁があるため、建築物の建築については、建築物等の制限に関する   

 条例第３条第１項の適用を受ける場合があります。 

 ③土地は、購入者に登録免許税を負担いただき、県が所有権移転登記を行います。 

（注）物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身に

おいて現地及び諸規制についての確認を行ってください。 

  

-10-



 

案 内 図 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

明 細 図 
                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

対象物件 
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■津山市総社字大根山531番外

南東側道路から撮影

敷地北東上方から撮影

対象物件

対象物件
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物 件 説 明 書 ３  
 令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所  在  地 高梁市奥万田町３ ６ ７ ５ 番 

物 件 の 状 況       

土  地 建  物 

地積( 実測)  地 目 形 状  構 造 延面積 

1, 243. 93㎡ 宅地 不整形 

( 1) 鉄筋ｺﾝｸﾘ ﾄー造２ 階建 

( 2) ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ造平家建 

( 3) ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ造平家建 

( 4) 鉄骨造平家建 

445. 43㎡( 登記)    

 19. 87㎡( 登記)    

  3. 50㎡( 登記)    

  6. 24㎡( 未登記)  

接 面 道 路 の       

幅員及び構造 
北西側： 幅員３ ． ５ ｍの市が管理する 舗装道路（ 建築基準法第４ ２ 条第２ 項に該当

し ない） に接面 

都市計画法及 

び建築基準法 

上の主な制限 

都市計画区域 非線引都市計画区域 用途地域 指定無し  

日 影 制 限        建ぺい率 ６ ０ ％ 容積率 ２ ０ ０ ％ 

防 火 地 域        そ の 他 
土砂災害警戒区域（ 土石流）  

高梁市景観計画 

占 有 物 件 等       有・ 無 物件の内容 中国電力電柱1本･支線2条、 吉備ｹー ﾌﾞ ﾙﾃﾚﾋﾞ 共架電線8m×2条 

私道の負担等 有・ 無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 電話番号 負担金等 

電 気 可    

上水道 可 高梁市産業経済部上下水道課 0866-21-0242 納入済(20mm) 

下水道 可 高梁市産業経済部上下水道課 0866-21-0244 納入済 

都市ｶ゙ ｽ 不可    

交 通 機 関       
バ ス  高梁市内循環バス「 奥万田」 停留所 北西方 直線距離 約 ０ ． ４ km 

鉄 道 Ｊ Ｒ 伯備線「 備中高梁」 駅 南西方 直線距離 約 １ ． ０  km 

公 共 施 設 等       

市役所 南西方 直線距離 約  0. 9 km 郵便局 南西方 直線距離 約  1. 3 km 

小学校 西 方 直線距離 約  1. 3 km 中学校 西 方 直線距離 約  1. 3 km 

交 番 南西方 直線距離 約  1. 0 km 病 院 北西方 直線距離 約  1. 7 km 

近 隣 の 状 況       

・ 当該地は、 吉備国際大学の南0. 4㎞に位置し 、 一般住宅や田が混在する 地域です。  

・ 近隣の主な公共施設は、 高梁郵便局、 市立高梁小学校、 市立高梁中学校、 高梁警察

署高梁駅前交番があり ま す。  

建 物 の 状 況 

建 築 年 昭和46年築 使用状況 平成13年3月ま で独身寮と し て使用 

石綿使用調査 実施( 一部) ・ 未 吹き 付けアス ベス ト の使用はない 

耐 震 診 断 実施・ 未  

最低売払価格 １ ， ２ ８ ８ ， ０ ０ ０ 円（ 更地価格から 建物等撤去費相当額を 控除し た額）  

参 考 事 項       

①土地、 建物、 工作物（ 樹木等） を現状有姿のま ま 、 一体で売却し ま す。  

 建物には、 解体撤去条件を 附すと と も に、 当条件の不履行に対し て売買物件の買

戻し をする こ と ができ る こ と と し ま す。  

②本物件は長期間未使用であり 、 築後相当の年数を経過し ている こ と から 、 目視可能

部分のみなら ず、 目視不可部分についても相応の経年劣化が見込まれます。 建物、 建物付

属設備等を使用する 場合には、 購入者の責任と 負担によ る 点検・ 修繕が必要です。  

③本物件に接続する 道路は建築基準法上の道路に該当し ないため、 建築等を 行う 場

合は、 建築基準法第43条第2項第二号許可が必要な場合があり ま す。 詳細について

は備中県民局建設部管理課（ 086-434-7038） にお問い合わせく ださ い。  

④土地北西側及び南東側はがけ地と なっ ている ため、 建物を 建築する 場合には、 建

築物等の制限に関する 条例第3条第1項の適用を 受ける 場合があり ま す。  

⑤建築等を 行う 場合には、 高梁市景観計画に基づき 、 事前協議・ 届出が必要な場合

があり ま す。 詳細については高梁市産業経済部ま ちづく り 課（ 0866-21-0238） に

お問い合わせく ださ い。  

⑥土壌汚染調査、 地質調査、 地下埋設物調査、 建物状況調査は実施し ていま せん。  

⑦土地は、 購入者に登録免許税を 負担いただき 、 県が所有権移転登記を 行いま す。  

⑧未登記建物の表題登記や所有権保存登記については、 県では行いま せん。 登記を

行う 必要がある 場合には、 購入者において購入者の負担によ り 行ってく ださ い。  

 （ 注） 物件説明書は、 入札参加者が物件の概要を 把握する ための参考資料ですので、 必ず入札参加者 

   ご自身において現地及び諸規制についての確認を 行ってく ださ い。  
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対象物件 

おかやま 全県統合型Ｇ Ｉ Ｓ  

（ 単位： ｍ）  

独身寮 

物置 

物置 

自転車置場 

（ 隣 地）  

（ 隣 地）  
（ 隣 地）  

（ 隣 地）  

市管理道 
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■高梁市奥万田町3675番

南東側から撮影

南側から撮影

対象物件

対象物件
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物 件 説 明 書 ４  
 
                                                            令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所  在  地        備前市東片上字天神３８９番２   

物 件 の 状 況 

土  地 建  物 

地積（実測） 地目 形 状 構  造 延面積 

２９５．５９㎡ 宅地 ほぼ整形   

接 面 道 路 の       

幅員及び構造 
 接道なし 

都市計画法及 

び建築基準法 

上の主な制限 

都市計画区域  非線引都市計画区域          用途地域  第一種住居地域 

日影制限  制限有（二）  建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％ 

防火地域  指定なし  その他      土砂災害警戒区域（土石流） 

占 有 物 件 等       有・無 物件の内容  

私道の負担等 有・無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 電 話 番 号 負担金等 

電 気 可    

上水道 可 備前市上下水道課お客様ｾﾝﾀ  ー 0869-66-9791 納入済 

下水道 可 備前市上下水道課下水道業務係 0869-64-1864 納入済 

都市ｶﾞｽ 不可    

交 通 機 関       
バ ス 宇野バス「片上」停留所  南西方 直線距離 約０．８ｋｍ 

鉄 道 Ｊ Ｒ赤穂線「備前片上」駅 東方  直線距離 約０．３ｋｍ 

公 共 施 設 等       

市役所 南西方 直線距離 約０．５km 郵便局 南西方 直線距離 約０．９km 

小学校 西方  直線距離 約０．８km 中学校 南西方 直線距離 約２．６km 

警察署 南西方 直線距離 約１．５km 病 院 西方  直線距離 約０．９km 

近 隣 の状 況       

・当該地は、国道２号の北側に位置し、国道からの進入路の道幅がやや狭いですが、一般

住宅が散在する住居地域です。 

・近隣の主な公共施設としては、備前市役所、備前市民センター、備前郵便局、片上小学

校などがあります。 

最低売払価格  ８０１，０００円 

参 考 事 項       

①敷地の地下に、以前あった建物（木造平家建）の基礎が残っています。 

②建物を建築する場合は、東側立石川に幅員２ｍ以上の橋りょうを架け、建築確認（備前

県民局）を受ける必要があります。なお、橋りょうを架ける場合には、河川占用許可（備

前市）を受ける必要があります。 

③上水道については、規定の負担金は納入済みですが、受水にあたっては給水管の取替

工事が必要です。 

④下水道については、下水事業負担金を納入済みです。 

⑤本物件は、土砂災害警戒区域（土石流）に該当します。 

⑥浸水想定区域には指定されていませんが、水害ハザードマップに記載されている内容は

今後変更される場合があります。水害ハザードマップについては、備前市危機管理課（0

869-64-1809）へお問い合わせいただくか、下記のアドレスを検索し、「備前市ハザードマ

ップ」を確認してください。 

  https://www.city.bizen.okayama.jp/site/bosai/4319.html 

⑦土地は、買受人に登録免許税を負担いただき、県が所有権移転登記を行います。 

 （注）物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身 

において諸規制等についての確認を行ってください。  
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■現況写真 

 北東側道路から 撮影 

 

 

 南東側から 撮影 

 

対象物件 

対象物件 
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物 件 説 明 書 ５  

令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所  在  地 真庭市田羽根字柳原５ ２ ９ 番１ ２  

物 件 の 状 況       

土  地 建  物 

地積( 実測)  地目 形状 構 造 延面積 

2, 495. 39㎡ 原野 不整形   

接 面 道 路 の       

幅員及び構造 

東側： 幅員約12ｍ（ 国道313号）  

西側： 幅員約 6ｍ（ 市道田羽根線）  

都市計画法及 

び建築基準法 

上の主な制限

等 

都市計画区域 区域外 用途地域  

日 影 制 限        建ぺい率  容積率  

防 火 地 域        そ の 他     河川保全区域 

占 有 物 件 等       有・ 無 物件の内容 
中国電力： 電柱１ 本、 支線１ 条、 支柱３ 本 

Ｎ Ｔ Ｔ ： 架空電線１ 条 

私道の負担等 有・ 無 負担の内容  

供給処理施設 

の状況    

 供給 事業所名 電話番号 負担金等 

電 気 可    

上水道 可( 未接続)  真庭市湯原振興局地域振興課 0867-62-2011 要 

下水道 不可    

都市ｶ゙ ｽ 不可    

交 通 機 関       
バ ス  真庭市コ ミ ュ ニティ バス 「 田羽根上」 停留所 南方 直線距離 約 ０ . ２ ㎞ 

鉄 道 Ｊ Ｒ 姫新線「 中国勝山」 駅 南方 直線距離 約 ２ ２ ㎞ 

公 共 施 設 等       

市役所 南西方 直線距離 約 ２ . ０ km( 支所)  郵便局 南西方 直線距離 約 ２ . ５ km 

小学校 南 方 直線距離 約 ５ . ０ km 中学校 南 方 直線距離 約 ５ . ０ km 

交 番 南 方 直線距離 約 ２ . ０ km 病 院 南 方 直線距離 約 ２ . ０ km 

近 隣 の 状 況       

・ 湯原温泉の北東に位置し 、 国道313号沿いに、 住宅や畑等が散在する 地域です。  

・ 近隣の主な公共施設と し ては、 真庭市湯原振興局、 市立湯原小学校、 市立湯原中学

校、 湯原駐在所があり ま す。  

最低売払価格 ６ ， ６ ９ ９ ， ０ ０ ０ 円 

参 考 事 項       

・ 土地及び工作物（ 取水桝、 側溝等） を現状有姿で売却し ま す。  

・ 田羽根川の廃川地であり 、 敷地内には高低差があり ま す。  

・ 河川保全区域のため、 敷地の形状変更等を行う 場合は、 河川管理者（ 岡山県美作県

民局建設部真庭地域管理課 TEL： 0867-44-3116） にお問い合わせく ださ い。  

・ 敷地内には取水桝があり ま す。 現在、 近隣者が利用し ている ため、 所有権移転後の

取扱いは、 近隣者と ご相談く ださ い。  

・ 都市計画区域外のため、 法定建ぺい率・ 容積率はあり ま せんが、 真庭市の基準（ 建

ぺい率70%・ 容積率400%） があり ま す。 詳し く は、 真庭市建設部都市住宅課 

（ TEL： 0867-42-7781） にお問い合わせく ださ い。  

・ 上水道の引込みは可能ですが、 引き 込み工事・ 負担金等が必要です。 詳し く は、 真

庭市湯原振興局地域振興課（ TEL： 0867-62-2011） にお問い合わせく ださ い。  

・ 土地は、 購入者に登録免許税を負担いただき 、 県が所有権移転登記を行いま す。  

 （ 注） 物件説明書は、 入札参加者が物件の概要を把握する ための参考資料ですので、 必ず入札参加者 

ご自身において現地及び諸規制についての確認を 行ってく ださ い。   
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■真庭市田羽根字柳原529番12

北側から撮影

南側から撮影

対象物件

対象物件

対象物件

対象物件

-21-



 

物 件 説 明 書 ６  

令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所  在  地 真庭市蒜山中福田字原ノ 前３ ３ ５ 番４ 、 ３ ３ ９ 番４  

物 件 の 状 況       

土  地 建  物 

地 積( 実測)  地 目 形 状  構 造 延面積 

1, 873. 90㎡ 原野 不整形  
 
 

接 面 道 路 の       
幅員及び構造 

西側に幅員約10ｍの舗装県道322号（ 県道中福田湯原線） があり ま すが、 本物件と 当
該県道と の間に高低差及びガード レ ールがあり ま す。  

都市計画法及 
び建築基準法 
上の主な制限 

都市計画区域 都市計画区域外 用途地域  

日 影 制 限        建ぺい率  容積率  

防 火 地 域        そ の 他 
河川保全区域、 真庭市開発事業の調整に

関する条例、 真庭市景観計画 

占 有 物 件 等       有・ 無 物件の内容  

私道の負担等 有・ 無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 電話番号 負担金等 

電 気 可    

上水道 可( 未接続)  真庭市建設部水道課 0867-42-1108 要 

下水道 可( 未接続)  真庭市建設部下水道課 0867-42-1109 要 

都市ガス  不可    

交 通 機 関       
バ ス  真庭市コミ ュニティ バス「 中福田」 停留所 北西方 直線距離 約 0. 3km 

鉄 道 Ｊ Ｒ 姫新線「 中国勝山」 駅 南方 直線距離 約 22. 0 km 

公 共 施 設 等       

市役所( 支所) 北東方 直線距離 約  2. 9 km 郵便局 北西方 直線距離 約  1. 5 km 

小学校 北西方 直線距離 約  1. 0 km 中学校 北東方 直線距離 約  2. 2 km 

交 番 北西方 直線距離 約  1. 7 km 病 院 南東方 直線距離 約 12. 0 km 

近 隣 の 状 況       
・ 当該地は、 一般住宅、 店舗等が混在する 地域です。  
・ 近隣の主な公共施設と し ては、 酪農大学校、 市立川上小学校、 市立蒜山中学校、 県立

勝山高等学校蒜山校地などがあり ま す。  

最低売払価格 ３ ， ３ ８ １ ， ０ ０ ０ 円 

参 考 事 項       

・ 土地（ 定着物及び附属物を含む） を現状有姿のま ま 一体で売却し ま す。  
・ 当該地は河川保全区域に該当する こ と から 、 建物及び工作物の新築・ 改築及び土地

の形状変更等を 行う 場合は、 河川管理者（ 岡山県美作県民局建設部真庭地域管理課 
TEL： 0867-44-3116） にお問い合わせく ださ い。  

・ 上水道及び下水道については、 西側県道及び近隣に本管の敷設はあり ま せん。 上水
道及び下水道の本管の敷設を希望さ れる 場合は、 敷設の可否を含めて、 下記連絡先
にお問い合わせく ださ い。  

 上水道： 真庭市建設部水道課（ TEL： 0867-42-1108）  
 下水道： 真庭市建設部下水道課（ TEL： 0867-42-1109）  
・ 建物の建築等を 行う 際には、 真庭市開発事業の調整に関する 条例に基づき 、 事前協

議・ 届出が必要な場合があり ま すので、 真庭市建設部都市住宅課 
（ TEL： 0867-42-7781） にお問い合わせく ださ い。  

・ 建物の建築等を行う 際には、 真庭市景観計画に基づく 届出等が必要な場合があり ま
すので、 真庭市建設部都市住宅課（ TEL： 0867-42-7781） にお問い合わせく ださ い。  

・ 土壌汚染調査、 地質調査、 地下埋設物調査は実施し ていま せん。  
・ 土地は、 購入者に登録免許税を負担いただき 、 県が所有権移転登記を行いま す。  

 （ 注） 物件説明書は、 入札参加者が物件の概要を把握する ための参考資料ですので、 必ず入札参加者 
   ご自身において現地及び諸規制についての確認を行ってく ださ い。   
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■真庭市蒜山中福田字原ノ前335番4外

南西側から撮影

北東側から撮影

対象物件

対象物件
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物 件 説 明 書 ７  
令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所在地 美作市林野字上へ町 62 番 

 

 

物件の状況 

土地 建物 

地積( 実測)  地目 形状 構造 延面積 建築年 

3, 855. 72 ㎡ 学校用地 ほぼ整形 ( 1) 鉄筋ｺﾝｸﾘ ﾄー造陸屋根３ 階建 

( 2) 鉄筋ｺﾝｸﾘ ﾄー造陸屋根２ 階建 

( 3) ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌ゙ ﾛｯｸ造陸屋根平家建 

( 4) ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌ゙ ﾛｯｸ造ｽﾚー ﾄ葺平家建 

( 5) 鉄骨造平屋建 

( 6) 鉄骨造平屋建 

( 7) FRP 製 

505. 74 ㎡( 登記)   

396. 77 ㎡( 登記)   

6. 63 ㎡( 登記)   

2. 67 ㎡( 登記)   

15. 30 ㎡( 未登記)  

21. 16 ㎡( 未登記)  

8. 06 ㎡( 未登記)  

S51 

S54 

S54 

S54 

不明 

不明 

S51 

接 面 道 路 の 

幅員及び構造 
南側： 幅員約 5. 0mの舗装公衆用道路（ 建築基準法第 42 条第１ 項第３ 号） に接面 

都市計画法及 

び建築基準法 

上の主な制限 

都市計画区域 非線引都市計画区域 用途地域 第一種住居地域 

日影制限 制限有（ 二）  建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

防火区域  その他 土砂災害特別警戒区域（ 急傾斜）  

土砂災害警戒区域（ 急傾斜）  

岡山県景観計画 

占有物件等 有・ 無 物件の内容 中国電力： 電柱１ 本、 ＮＴ Ｔ ： 電話柱２ 本 

町内会： 防犯灯１ 基 

私道の負担等 有・ 無 物件の内容  

 

供給処理施設 

の状況 

 供給 事業所名 電話番号 負担金等 

電気 可    

上水道 可 美作市都市整備部 

水道課 

0868-72-2661 【 納入済み（ 休止）】  

 ・ 建物( 1)  25mm×１  

 ・ 建物( 2)  13mm×１  

【 要負担金（ 廃止済み）】  

 ・ 建物( 1)  20mm×１  

 ・ 建物( 2)  13mm×６  

下水道 可 美作市都市整備部 

下水道課 

0868-72-6700 負担金不要 

都市ガス  不可    

交通機関 バス  美作共同バス 「 上本町」 停留所 南西方 直線距離 約 0. 1km 

 鉄道 Ｊ Ｒ 姫新線「 林野」 駅 北方 直線距離 約 1. 3 ㎞ 

 市役所 北方  直線距離 約 0. 7km 郵便局 北西方 直線距離 約 0. 5km 

公共施設等 小学校 南西方 直線距離 約 1. 2km 中学校 南方  直線距離 約 0. 6km 

 交 番 南西方 直線距離 約 1. 3km 病 院 北西方 直線距離 約 12. 0km 

近隣の状況 ・ 当該地は、 主に一般住宅が建ち並ぶほか共同住宅も 混在する 地域です。  

・ 近隣の主な公共施設と し て、市立美作中学校、県立林野高校、ハロ ーワ ーク があり ま す。 

 建築年 上記表のと おり  使用状況 職員住宅と し て、 建物( 1) は平成 19 年２ 月

ま で、 建物( 2) は平成 26 年２ 月ま で使用 

建物の状況 石綿使用調査 実施( 一部) ・ 未 建物( 1) ( 2) と も に、 内外壁及び天井には吹付けアス ベ

ス ト の使用なし 。  

建物( 5) の屋根及び目隠し 板に石綿ス レート 板を使用。 

 耐震診断 実施・ 未  

最低売払価格  ４ ， ３ ３ ８ ， ０ ０ ０ 円（ 更地価格から 建物等撤去費相当額を控除し た額）  
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参考事項 
① 土地、 建物、 工作物（ 定着物及び附属物を含む） 及び残置物を現状有姿のま ま 、 一体

で引き 渡し ま す。 工作物及び残置物等を撤去する 場合は、 購入者が購入者自身の負担に

よ り 行ってく ださ い。  

 ・  建物( 1) 及び( 2) には解体撤去条件を附すと と も に、 当条件の不履行に対し て売買物

件の買戻し ができ る こ と と し ま す。  

 ・  建物内には、 照明器具、 ガス 給湯器、 エアコ ン（ 室外機含む）、 家電製品、 布製品、

家具、 その他物品等の残置物があり ま す。  

 ・  本敷地の北東部に立水栓及び水受けが設置さ れていま す。  

 ・  本敷地の南東部にカーブミ ラ ー及び凍結防止剤の看板が設置さ れていま す。  

 ・  本敷地内には、 主に法面部分に多数の樹木（ 切株を含む。） が存在し ま す。 樹木を撤

去する 場合は、 購入者が購入者自身の負担によ り 行ってく ださ い。  

 ・  本敷地の北東部に、 支柱が設置さ れていま す。（ 設置者不明）  

② 本物件は、 長期間未使用であり 、 築後相当の年数を 経過し ている こ と から 、 目視可能

部分のみなら ず、 目視不可部分についても 相応の経年劣化が見込ま れま す。 建物、 建物

付属設備、 機械設備等を使用する 場合には、 購入者の責任と 負担によ る 点検、 修繕、 諸

手続が必要と なり ま す。  

③ 上水道については、 建物( 1) の 20mm・ １ 基及び建物( 2) の 13mm・ ６ 基を廃止し ており 、

こ れら を使用する 場合は、 加入者負担金及び工事費等が必要になり ま す。 詳細は、 美作

市都市整備部水道課（ 電話 0868-72-2661） にお問い合わせく ださ い。  

④ 建物( 1) は下水道を引込済みです。 建物( 2) は最終ま すの位置及び下水道の引込みを確

認し ていま せん。  

⑤ 正確な場所を特定し ていま せんが、 本敷地の南東側及び西側の地中２ か所に、 浄化槽

が撤去さ れないま ま 存置し ていま す。  

⑥ 本敷地の南側に高低差約４ ｍの下り 法面が、 北側に高低差約３ ～４ ｍの上り 法面があ

り 、 がけ地と なっている ため、 建築行為を行う 場合は、 建築物等の制限に関する 条例の

適用を受ける 可能性があり ま す。 詳細は岡山県美作県民局建設部管理課建築指導班（ 電

話 0868-23-1260） にお問い合わせく ださ い。  

⑦ 本敷地の一部が、 土砂災害特別警戒区域（ 急傾斜） に該当し ていま す。 建築行為を行

う 場合、 岡山県美作県民局建設部管理課建築指導班（ 電話 0868-23-1260） にお問い合わ

せく ださ い。  

⑧ 本物件の南側に接面する 道路から 国道 179 号ま での間は、 里道（ 法定外公共物） であ

り 、 建築基準法第 42 条第２ 項に該当し ま す。  

⑨ 本敷地の北側に墓地があり ま す。  

⑩ 建物( 1) の設計図面（ 建築、 電気設備、 給排水設備） 及び建物( 2) の設計図面（ 建築）

はあり ま すが、 その他の図面はあり ま せん。  

⑪ 土壌汚染調査、 地質調査、 地下埋設物調査及び建物状況調査は実施し ていま せん。  

⑫ 土地及び登記建物は、 購入者に登録免許税を 負担いただき 、 県が所有権移転登記を行

いま す。  

⑬ 県では、未登記建物の表題登記及び所有権保存登記を行いま せん。登記を行う 場合は、

購入者が購入者自身の負担によ り 行ってく ださ い。  

（ 注） 物件説明書は、 入札参加者が物件の概要を把握する ための参考資料ですので、 必ず入札参加者ご自身

において現地及び諸規制についての確認を行ってく ださ い。   
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案 内 図 

 

おかやま 全県統合型 GI S 

明 細 図
 

 

（ 単位： ｍ）  

 

対象物件 
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建物（１）　寄宿舎 建物（２）　共同住宅

ダブルクリックして写真を選択してください ダブルクリックして写真を選択してください

ダブルクリックして写真を選択してください ダブルクリックして写真を選択してください

現況写真

-28-



 

物 件 説 明 書 ８  

 令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所  在  地 津山市上之町２ ７ ７ 番 

物 件 の 状 況       

土  地 建  物 

地 積( 実測)  地 目 形 状  構 造 延床面積 

484. 38㎡ 宅地 ほぼ整形 
( 1) ｺﾝｸﾘ ﾄーﾌﾞ ﾛｯｸ造２ 階建 
( 2) 鉄骨ﾌ゚ ﾚﾊﾌ゙ 造平家建 

254. 10㎡ ( 登記)  
12. 31㎡( 未登記)  

接 面 道 路 の       
幅員及び構造 

西側： 幅員約３ . ４ ～４ ｍ の舗装市道（ Ａ 099号線（ 東津山城東99号線） ） に接面 
※道路西側にあ る 住宅の２ ８ ８ －１ と ２ ８ ７ －１ を 境と し 、 北側が建築基準法第42

条第１ 項第１ 号、 南側が同法第42条第２ 項に該当 

都市計画法及 
び建築基準法 
上の主な制限 

都市計画区域 非線引都市計画区域 用途地域 第一種住居地域 

日 影 制 限       制限有（ 二）  建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

防 火 地 域        そ の 他 
居住誘導区域 
景観形成重点地区（ 城東地区）  

占 有 物 件 等       有・ 無 物件の内容  

私道の負担等 有・ 無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 電話番号 負担金等 

電 気 可    

上水道 可 津山市水道局 0868-32-2105 納入済 

下水道 可 津山市都市建設部下水道課 0868-32-2100 納入済 

都市ｶ゙ ｽ 可    

交 通 機 関       
バ ス  ごんごバス 「 中之町局前」 停留所 南東方 直線距離 約 0. 1 km 

鉄 道 Ｊ Ｒ 津山線「 津山」 駅 南西方 直線距離 約 1. 1 ㎞ 

公 共 施 設 等       

市役所 北西方 直線距離 約 0. 9 km 郵便局 南東方 直線距離 約 0. 1 km 

小学校 北方  直線距離 約 1. 0 km 中学校 北東方 直線距離 約 2. 7 km 

交 番 東南方 直線距離 約 1. 9 km 病 院 南西方 直線距離 約 0. 9 km 

近 隣 の 状 況       
・ 当該地は、 津山市城東伝統的建造物群保存地区にほど 近い住宅街です。  
・ 近隣の主な公共施設と し ては、 津山中之町郵便局、 市立東小学校、 津山郷土博物

館、 津山中央記念病院等があり ま す。  

建 物 の 状 況 

建築年 

・ 共同住宅 
昭和42年11月新築 
昭和43年11月増築 

・ 物置 平成７ 年 

使用状況 
職員宿舎と し て平成26年3月ま で
使用 

石綿使用調査 実施（ 一部） ・ 未 
外壁には吹付けアス ベス ト の使
用なし  

耐震診断 実施・ 未  

最低売払価格 ２ ， ５ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 更地価格から 建物等撤去費相当額を 控除し た額）  

参 考 事 項       別紙のと おり  
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【 参考事項】  

①土地、 建物（ 共同住宅、 物置） 、 工作物（ 定着物及び附属物を 含む） を 現状有姿のま ま 一体で

売却し ま す。  

②本物件は平成２ ６ 年４ 月以降未使用であり 、 築後相当の年数を 経過し ている こ と から 、 目視可

能部分のみなら ず、 目視不可部分についても 相応の経年劣化が見込ま れま す。  

 建物、 建物付属設備、 機械設備等を 使用する 場合には、 買受人の責任と 負担によ る 点検・ 修繕

が必要です。  

③敷地西側道路（ 市道（ 建築基準法第４ ２ 条第２ 項道路） ） について、 一部、 幅員４ ｍ未満の箇

所があり ま す。 建築物を 建築する 際には、 津山市都市建設部都市計画課( 0868-32-2099） へお

問い合わせく ださ い。  

④敷地の東側及び南側に擁壁（ 約２ ｍ） があり 、 建築物等の制限に関する 条例第３ 条第１ 項の適

用を受ける 場合があり ま す。 建築物を 建築する 際には、 津山市都市建設部都市計画課( 0868-32

-2099） へお問い合わせく ださ い。  

⑤敷地北西側間口約４ ｍは、 側溝にコ ンク リ ート 蓋を 被せていま す。 道路占用許可については、

津山市都市建設部管理課( 0868-32-2089) へお問い合わせく ださ い。  

⑥当地域は、 南側へ約２ ～５ 度の傾斜、 東側へ緩傾斜し ている ため、 敷地は、 南東側に盛土さ

れ、 石積等の擁壁で築造さ れていま す、 そのため、 敷地西側道路と 最大約１ ． ５ ｍの段差があ

り ま す。  

⑦敷地東側については、 水路の中心線が隣接地と の境界と なり ま すので、 当該水路を改築等する

場合は、 隣接土地所有者と 協議し てく ださ い。  

⑧津山市上之町２ ７ ０ 番と の境界については、 筆界特定を 行っていま す。  

⑨敷地内に古井戸があり ま すが、 使用し ておら ず、 水質検査は実施し ていま せん。  

⑩土壌汚染調査、 地質調査、 地下埋設物調査及び建物状況調査は実施し ていま せん。  

⑪洪水浸水想定区域図（ 想定最大規模） の洪水浸水想定区域内です。 水害ハザード マッ プについ

ては、 津山市危機管理室（ 0868-32-2042） へお問い合わせいただく か、 下記のアド レ ス を検索

し 、 「 津山市防災ハザード マッ プ」 を 確認し てく ださ い。  

ht t ps: //www. ci t y. t suyama. l g. j p/l i f e/i ndex2. php?i d=6556 

⑫土地及び建物は、 買受人に登録免許税を 負担いただき 、 県が所有権移転登記を 行いま す。  

 （ 注） 物件説明書は、 入札参加者が物件の概要を 把握する ための参考資料ですので、 必ず入札参加者 

   ご自身において諸規制等についての確認を 行っ てく ださ い。   
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案 内 図 

 

 

明 細 図 

 

 

 

 

  

（ 単位： ｍ）  

おかやま 全県統合型Ｇ Ｉ Ｓ  

N
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■現況写真 

 

 北西側よ り 撮影 

 

 

 

 南西側よ り 撮影 

 

 

市道（ 側溝含む）  
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物 件 説 明 書 ９  

 令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日 

所  在  地 笠岡市入江字五良三谷３ ６ ０ 番５ ， ３ ６ １ 番３  

物 件 の 状 況 

土  地 建物 

地番 地積( 実測)  地 目 形 状 構造・ 延床面積 

３ ６ ０ 番５  199. 05㎡ 雑種地 不整形  

３ ６ １ 番３  264. 44㎡ 雑種地 不整形  

接 面 道 路 の       
幅員及び構造 

北西側： 幅員約10ｍ の舗装市道（ 富岡西大島新田線） に接面 
※本道路は建築基準法第42条第１ 項第１ 号に該当 

都市計画法及 
び建築基準法 
上の主な制限 

都市計画区域 非線引都市計画区域 用途地域 第一種住居地域 

日 影 制 限 制限有（ 二）  建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

防 火 地 域        そ の 他 河川保全区域 

占 有 物 件 等       有・ 無 物件の内容 中国電力支線１ 条 

私道の負担等 有・ 無 負担の内容  

供給処理施設 
の状況 

 供給 事 業 所 名 電話番号 負担金等 

電 気 可    

上水道 可( 未接続)  笠岡市上下水道部水道課 0865-63-0702 要 

下水道 可( 未接続)  笠岡市上下水道部下水道課 0865-69-2142 納入済 

都市ｶ゙ ｽ 不可    

交 通 機 関       
バ ス  井笠バスカンパニー「 道通下」 停留所 南西方 直線距離 約 0. 2km 

鉄 道 Ｊ Ｒ 山陽本線「 笠岡」 駅 北西方 直線距離 約 3. 0km 

公 共 施 設 等       

市役所 北西方 直線距離 約 3. 0 km 郵便局 北方  直線距離 約 0. 9 km 

小学校 北西方 直線距離 約 1. 3 km 中学校 北方  直線距離 約 1. 2 km 

交 番 南西方 直線距離 約 1. 5 km 病 院 南西方 直線距離 約 0. 9 km 

近 隣 の 状 況       

・ 当該地は、 住宅、 事業所等の見ら れる 旧来から の混在住宅地域で、 東側に今立川が流れ
ていま す。  

・ 近隣の主な公共施設と し ては、 県立笠岡工業高等学校、 笠岡市立カブト ガニ博物館、 笠岡
市立中央小学校などがあり ま す。  

最低売払価格 ８ ， １ ４ ９ ， ０ ０ ０ 円 

参 考 事 項       

①土地を 現状有姿のま ま 二筆併せて一体で売却し ま す。  
②敷地は接面道路と 約０ ． ５ ｍ～０ ． ８ ｍ高低差がある 部分があり ま す。  
③当該地の３ ６ ０ 番５ と ３ ６ １ 番３ の間に市が管理する 水路があり ま す。 水路上には県が

設置し た蓋があり ま すが、 当該蓋を 使用する 場合や新たに蓋掛けする 場合等は、 水路の
占用許可が必要です。 詳細については笠岡市建設部建設管理課（ 0865-69-2146） にお問
い合わせく ださ い。  

④当該地は河川保全区域に該当する こ と から 、 工作物の設置や掘削、 盛土を する 場合は、
河川管理者（ 岡山県備中県民局建設部井笠地域管理課（ 0865-69-1634） ） にお問い合わ
せく ださ い。  

⑤３ ６ ０ 番５ の北側境界において、 本物件のフ ェ ン ス の一部が隣接土地( 市有地) に越境し
て いま す。 買受人に おい て 隣接土地所有者（ 笠岡市建設部建設管理課（ 0865-69-
2146） ） と 協議を 行っ てく ださ い。  

⑥本敷地の南側隣接土地の樹木及び看板の一部が本敷地内に越境し ていま す。 当該隣接土
地所有者から 、 買受人が求めたと き は剪定等を 行い、 越境を 是正する 旨の確約書を 取り
付けていま す。  

⑦上水道については引込み可能ですが、 引込み工事・ 負担金等が必要です。 詳細は笠岡市
上下水道部水道課（ 0865-63-0702） にお問い合わせく ださ い。  

⑧下水道については負担金納入済ですが、 引込み工事が必要です。 詳細は笠岡市上下水道
部下水道課（ 0865-69-2142） にお問い合わせく ださ い。  

⑨土壌汚染調査、 地質調査、 地下埋設物調査は実施し ていま せん。  
⑩土地は、 買受人に登録免許税を 負担いただき 、 県が所有権移転登記を 行いま す。  

 （ 注） 物件説明書は、 入札参加者が物件の概要を 把握する ための参考資料ですので、 必ず入札参加者 
   ご自身において諸規制等についての確認を 行っ てく ださ い。   
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案 内 図 

 

明 細 図 

 

 

 

（ 単位： ｍ）  

 

おかやま 全県統合型Ｇ Ｉ Ｓ  

N
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笠岡市入江五良三谷３６０番５、３６１番３

360-5

361-3

360-6

（市有地）

水路

（市有地）

361-7

（市有地）

敷地全体

（市有地を含む）
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ブロック塀等の一部が越境

488-7

市道
（幅員約4.5ｍ）

①駐在所 浄化槽

ブロック塀の一部が越境

483-1

物置

482-7

工作物（二輪車置場）

  電柱
  未登記

共架電線

約
14
m

約
14
m

N

 

N 
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（ 様式第２ 号）  

県有財産買受申出書 

 

 

次によ り 県有財産を 買い受け た いので、 令和６ 年１ ２ 月１ ６ 日付け 「 未利用県有

地売払い案内」 の内容を 承諾の上、 申し 出ま す。  

 

記 

 

１  買受物件 

物件番号   

所 在 地    

 

２  買受価額 

見積金額 

拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

          

 

 令和  年  月  日 

 

 岡山県知事 伊原木 隆太  殿 

 

 

                               住 所  

 

                                           フ  リ  ガ ナ   

                                  氏 名  

 

 

                               連絡先 TEL  

 

ﾒ ﾙーｱﾄﾞ ﾚｽ  

 

 

（ 注） ・ 法人の場合には、 法人名及び代表者氏名を 記入し てく ださ い。  

   ・ 見積金額の記載は、 算用数字を 使い、 最初の数字の前に「 ￥」 を 記入し てく ださ い。  

 

（ 添付書類）  ・ 誓約書（ 様式第３ 号、 本人又は法人の実印が押さ れたも の）  

・ 本人の印鑑証明書（ 法人の場合は、 法人の印鑑証明書）  

              ・ 個人の場合は住所を 証する 書面（ 住民票の写し ）  

       ・ 法人の場合は、 法人登記簿謄本（ 現在事項全部証明書） 及び役員名簿（ 様式第４ 号）  
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（ 様式第３ 号）  

誓   約   書 

 

 

 私は、 「 未利用県有地売払い案内」 に記載さ れた 全て の 申込資格を 有する こ と を

誓約いた し ま す。  

 ま た 、 必要な 場合には、 下記について 、 岡山県警察本部に照会する こ と を 承諾し

ま す｡ 

 

記 

 

１  私は、 次に掲げる 者のいずれにも 該当し ま せん 。 ま た 、 法人の役員（ 暴力団員

によ る 不当な 行為の 防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号） 第９ 条第２ １

号ロ に規定する 役員を いう 。 ） に ついて も 、 次に掲げる 者の いずれにも 該当し ま

せん。  

  （ 1） 暴力団員等（ 岡山県暴力団排除条例（ 平成２ ２ 年岡山県条例第５ ７ 号） 第２

条第３ 号に規定する 暴力団員等を いう 。 以下同じ 。 ） に該当する 者 

 （ 2） 暴力団（ 岡山県暴力団排除条例第２ 条第１ 号に規定する 暴力団を いう 。 以下

同じ 。 ） 又は暴力団員等の統制下にあ る 者 

 （ 3） 暴力団又は暴力団員等と 社会的に非難さ れる べき 関係を 有し て いる 者 

  

２  １ の各号に掲げる 者が、 当社又は当団体の経営に実質的に関与し て いま せん。  

 

 

令和  年  月  日 

 

 岡山県知事 伊原木 隆太   殿 

 

 

住 所  

 

氏 名               印 

 

 

（ 注）  法人の場合には、 法人名及び代表者氏名を 記入し てく ださ い。  

 

 

 

次ページ も 御確認く ださ い。  

 

（ 両面を 印刷し て く ださ い。 ）  
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（ 参 考）  

 

岡山県暴力団排除条例（ 平成２ ２ 年岡山県条例第５ ７ 号） （ 抄）  

（ 定義）  

第２ 条 こ の条例において 、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ によ

る 。  

( 1)  暴力団 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第７ ７ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ 条第２ 号に規定する 暴力団を いう 。  

( 2)  暴力団員 法第２ 条第６ 号に規定する 暴力団員を いう 。  

( 3)  暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなく な っ た日から ５ 年を 経過し ない者を いう 。  

( 4) ～( 6)  略 

暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第 77 号） （ 抄）  

（ 定義）   

第２ 条 こ の法律において 、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ によ

る 。   

( 1)  略 

( 2)  暴力団 その団体の構成員（ その団体の構成団体の構成員を 含む。 ） が集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等を 行う こ と を 助長する おそれがあ る 団体を いう 。  

( 3) ～( 5) 略 

( 6)  暴力団員 暴力団の構成員を いう 。  

( 7) ・ ( 8) 略 

（ 暴力的要求行為の禁止）   

第９ 条  指定暴力団等の暴力団員（ 以下「 指定暴力団員」 と いう 。 ） は、 その者の所属する 指定暴

力団等又はその系列上位指定暴力団等（ 当該指定暴力団等と 上方連結（ 指定暴力団等が他の指定暴

力団等の構成団体と な り 、 又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員と な っ て い

る 関係を いう 。 ） を する こ と によ り 順次関連し て いる 各指定暴力団等を いう 。 以下同じ 。 ） の威力

を 示し て 次に掲げる 行為を し てはなら な い。  

( 1) ～( 20) 略 

( 2 1 )  行政庁に対し 、 自己若し く は次に掲げる 者（ 以下こ の 条に おい て 「 自己の 関係者」 と い                                         

う 。 ） がし た許認可等（ 行政手続法（ 平成５ 年法律第８ ８ 号） 第２ 条第３ 号に規定する 許認可等

を いう 。 以下こ の号及び次号において 同じ 。 ） に係る 申請（ 同条第３ 号に規定する 申請を いう 。

次号において同じ 。 ） が法令（ 同条第１ 号に規定する 法令を いう 。 以下こ の号及び次号において

同じ 。 ） に定めら れた許認可等の要件に該当し な いにも かかわら ず、 当該許認可等を する こ と を

要求し 、 又は自己若し く は自己の関係者について 法令に定めら れた不利益処分（ 行政庁が、 法令

に基づき 、 特定の者を 名宛人と し て、 直接に、 こ れに義務を 課し 、 又はその権利を 制限する 処分

を いう 。 以下こ の号及び次号において 同じ 。 ） の要件に該当する 事由があ る にも かかわら ず、 当

該不利益処分を し ないこ と を 要求する こ と 。  

イ  略 

ロ  法人その他の団体であ っ て 、 自己がその役員（ 業務を 執行する 社員、 取締役、 執行役又はこ

れら に準ずる 者を いい、 相談役、 顧問その他いかなる 名称を 有する 者であ る かを 問わず、 当該

団体に対し 業務を 執行する 社員、 取締役、 執行役又はこ れら に準ずる 者と 同等以上の支配力を

有する も のと 認めら れる 者を 含む。 第３ ２ 条第１ 項第３ 号において同じ 。 ） と なっ て いる も の 

ハ 略 

( 22) ～( 27)  略 
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№ 役 職 名 氏　 　 　 名 住　 　 　 　 　 　 所 生 年 月 日
ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日

ﾌﾘｶ゙ ﾅ T ･ S ･ H ・  R

　 　 年　 　 月　 　 日
14

13

12

6

11

1

7

10

( 様式第４ 号)

役　 　 員　 　 名　 　 簿

9

買受申出者

2

3

4

8

5

 所在地：

 法人名：
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物件番号１ 、 ３ 、 ７ の場合 

県有財産売買契約書（ 案）  

 

 売払人岡山県（ 以下「 甲」 と いう 。） と 買受人    （ 以下「 乙」 と いう 。） と は、

岡山県有財産を売買する こ と について、次の条項によ り 建物の解体及び撤去の工事を条

件と し た売買契約を 締結する 。  

 （ 信義誠実の義務）  

第１ 条 甲乙両者は、 信義を 重んじ 、 誠実にこ の契約を履行し なければなら ない。  

 （ 売買物件）  

第２ 条 甲が乙に売り 払う 物件（ 以下「 売買物件」 と いう 。） は、 次のと おり と する 。  

所在地 区分 数量 備考 

  平方メ ート ル 定着物及び附属物を 含む。  

 （ 売買代金）  

第３ 条 売買代金は、 金     円（ 土地：      円、 建物：      円（ う

ち消費税額及び地方消費税の額金    円）） と する 。  

 （ 契約保証金）  

第４ 条 契約保証金は、 免除する 。  

 （ 売買代金の納付）  

第５ 条 乙は、売買代金と し て金     円を甲の発行する 納入通知書によ り   年  

月  日ま でに甲に納付し なければなら ない。  

 （ 遅延利息）  

第６ 条 乙は、 前条に規定する 期限ま でに売買代金を納付し なかっ たと き は、 当該期限

の翌日から 売買代金を完納する 日ま での日数に応じ 、 当該未払額につき 年 8. 65 パー

セント の割合で計算し た額を 遅延利息と し て甲に納付し なければなら ない。  

 （ 所有権の移転）  

第７ 条 売買物件の所有権は、 乙が売買代金を 完納し た時に乙に移転する 。  

 （ 売買物件の引渡し ）  

第８ 条 甲は、 売買物件の所有権の移転と 同時に、 何ら の手続を 要し ないで売買物件を

現状有姿のま ま 乙に引き 渡し たも のと する 。  

 （ 所有権の移転登記）  

第９ 条 乙は、 こ の契約の締結の際に、 第 18 条に規定する 売買物件の買戻し の登記に

必要な承諾書を 甲に提出し 、 甲は、 売買物件の引渡し 後、 速やかに所有権の移転登記

及び同条に規定する 売買物件の買戻し の登記を 嘱託する 。  

２  前項の登記に要する 費用は、 乙の負担と する 。  

（ 建物の解体及び撤去）  

第 10 条 乙は、 売買物件のう ち次の建物（ 以下「 対象建物」 と いう 。） について、 こ の

契約の締結の日から 起算し て２ 年以内に解体及び撤去の工事を 完了し なければなら

ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当する 場合は、 こ の限り でない。  

種類 構造 数量 備考 

  平方メ ート ル  

 ( 1)  乙が、真にやむを 得ない事由によ り 対象建物の解体及び撤去の工事の期限の延期

を 必要と する 場合で、 事前に理由等を付し た書面を 甲に提出し 、 甲の承認を得たと
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物件番号１ 、 ３ 、 ７ の場合 

き 。  

 ( 2)  乙が、 対象建物を耐震補強せずに使用する 場合で、 建築物の耐震改修の促進に関

する 法律（ 平成７ 年法律第 123 号） その他関係法令に基づき 、 対象建物の耐震診断

を 行い、 耐震性がある こ と を 確認でき る 評価書等（ 既存建築物耐震診断・ 改修等推

進全国ネッ ト ワ ーク 委員会の登録を 受けた耐震判定委員会又はその他知事が認め

た機関が作成し た評価書及び耐震診断の結果に係る 報告書をいう 。） を 契約の締結

の日から 起算し て２ 年以内に、 甲に提出し たと き 。  

 ( 3)  乙が、 対象建物を耐震補強し て使用する 場合で、 対象建物の耐震補強計画及び耐

震補強計画後の評価書等を 契約の締結の日から 起算し て２ 年以内に甲に提出し た

上で、 対象建物の耐震補強工事をその提出の日から 起算し て１ 年以内に着手し 、 当

該工事が完了し た後直ちに書面を も っ て甲に完了報告を行っ たと き 。  

２  対象建物の解体及び撤去の工事又は建物の耐震補強工事（ 以下「 工事」 と いう 。） に

要する 一切の費用は、 乙の負担と する 。  

３  乙は、工事が完了し たと き は直ちに書面を も っ て甲に工事の完了の報告をし 、甲は、

その完了を 確認する も のと する 。  

４  乙は、 工事を 行う に当たり 、 周辺の安全を 確保する ために必要な措置を 講じ なけれ

ばなら ない。  

５  乙は、 工事について、 法令等を遵守し て適切に行わなければなら ない。 ま た、 工事

の実施に伴い第三者から 苦情又は異議の申立てがあったと き は、乙の責任において解

決する も のと し 、 工事の実施に伴い第三者に危害又は損害を 与えた場合は、 乙がその

責めを 負う も のと する 。  

６  乙は、 工事が完了する ま でに、 売買物件を 第三者に譲渡する と き は、 事前に書面に

よ り 甲に通知し 、 その承認を得る と と も に、 前各項及び次項に規定する 義務を当該第

三者に承継し なければなら ない。  

７  乙は、 工事に当たり 、 乙から 委託を受ける 者（ 以下「 受託者」 と いう 。） が次の各号

のいずれかに該当する 場合には、 その者に工事を委託し てはなら ない。  

 ( 1)  役員等（ 個人である 場合にはその者を 、 法人である 場合には役員若し く は支店若

し く は営業所の代表者を 、 又は団体である 場合には代表者、 理事等、 その他経営に

実質的に関与し ている 者を いう 。以下同じ 。） が、暴力団員等（ 岡山県暴力団排除条

例（ 平成 22 年岡山県条例第 57 号。 以下「 条例」 と いう 。） 第２ 条第３ 号に規定す

る 暴力団員等を いう 。 以下同じ 。） である と 認めら れる と き 。  

 ( 2)  暴力団（ 条例第２ 条第１ 号に規定する 暴力団を いう 。 以下同じ 。） 又は暴力団員

等が経営に実質的に関与し ている と 認めら れる と き 。  

 ( 3)  役員等が自己、自社若し く は第三者の不正の利益を図る 目的又は第三者に損害を

加える 目的を 持って、 暴力団又は暴力団員等を利用し たと 認めら れる と き 。  

 ( 4)  役員等が、 暴力団又は暴力団員等に対し て資金等を 供給し 、 又は便宜を 供与する

等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し 、又は関与し ている と 認めら

れる と き 。  

 ( 5)  役員等が、暴力団又は暴力団員等と 社会的に非難さ れる べき 関係を有し ている と

認めら れる と き 。  

 ( 6)  下請契約又は資材若し く は原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり 、その

相手方が前各号のいずれかに該当する こ と を 知り ながら 、当該相手方と 契約を 締結

し たと 認めら れる と き 。  

 （ 危険負担）  
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物件番号１ 、 ３ 、 ７ の場合 

第 11 条 こ の契約の締結の時から 売買物件の引渡し の時ま でにおいて、 売買物件が甲

乙双方の責めに帰する こ と のでき ない事由によ り 滅失し 、 又は毀損し た場合には、 そ

の損害は、 乙の負担と する 。  

 （ 契約不適合責任）  

第 12 条 乙は、 引き 渡し を受けた売買物件が種類、 品質又は数量に関し て契約の内容

に適合し ないも のである こ と を発見し ても 、 甲に対し て売買物件の修補の請求、 売買

代金の減額の請求、 損害賠償の請求、 契約の解除その他一切の請求を する こ と ができ

ない。 ただし 、 売買物件の引渡し の時から 起算し て２ 年以内であっ て、 乙が消費者契

約法（ 平成 12 年法律第 61 号） 第２ 条第１ 項に規定する 消費者である と き は、 こ の限

り でない。  

 （ 用途制限）  

第 13 条 乙は、 売買物件を暴力団若し く は法律の規定に基づき 公の秩序を 害する おそ

れのある 団体等である こ と が指定さ れている 者の事務所又はその他こ れに類する も

のの用に供し てはなら ない。  

２  乙は、 こ の契約の締結の日から 起算し て 10 年間は、 売買物件を風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する 法律（ 昭和 23 年法律第 122 号） 第２ 条第１ 項に規定す

る 風俗営業及び同条第５ 項に規定する 性風俗関連特殊営業その他こ れら に類する 営

業の用に供し てはなら ない。  

 （ 所有権の移転等の禁止）  

第 14 条 乙は、売買物件及びこ の契約の締結後に売買物件に設置し た建物等の物件を、

次の各号のいずれかに該当する 者に譲渡し 、 又は貸し 付けてはなら ない。  

( 1)  前条第１ 項の用に供する おそれのある 者 

( 2)  暴力団員等若し く は法律の規定に基づき 公の秩序を 害する おそれのある 団体等

の構成員又はその他こ れに類する 者 

２  乙は、 こ の契約の締結の日から 起算し て 10 年間は、 売買物件又はこ の契約の締結

後に売買物件に設置し た建物等の物件を 、前条第２ 項の用に供する おそれのある 第三

者へ譲渡し 、 又は貸し 付けてはなら ない。  

３  乙は、 売買物件を 第三者へ譲渡し 、 又は貸し 付ける と き には、 前２ 項に規定する 義

務について、 その譲受人又は賃借人に承継さ せなければなら ない。  

 （ 実地調査等）  

第 15 条 甲は、 第 10 条又は前２ 条に規定する 義務の履行状況を確認する ため、 乙に所

要の報告を 求め、 又は随時に実地調査を する こ と ができ る 。  

２  乙は、 甲から 要求がある と き は、 売買物件について利用状況の事実を証する 書類そ

の他の資料を添えて売買物件の利用状況等を 甲に報告し なければなら ない。  

３  乙は、 正当な理由なく 、 前２ 項に規定する 実地調査等を拒み、 妨げ、 若し く は忌避

し 、 又は報告若し く は資料の提出を 怠っ てはなら ない。  

 （ 違約金）  

第 16 条 甲は、 乙が第 10 条、 第 13 条若し く は第 14 条のいずれかの規定に違反し たと

き 又は次条の規定によ り 契約を解除し たと き は、 売買代金の 100 分の 30 に相当する

額の違約金を乙から 徴収する こ と ができ る 。  

２  甲は、乙が前条第２ 項又は第３ 項の規定に違反し たと き は、売買代金の 100 分の 10

に相当する 額の違約金を乙から 徴収する こ と ができ る 。  

３  前２ 項の違約金は違約罰であり 、次条の規定によ る 甲の契約の解除の権利の行使又

は第 18 条第１ 項の規定によ る 買戻し の権利の行使を 妨げない。  
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４  第１ 項及び第２ 項の違約金は、 第 21 条に規定する 損害賠償の額の予定又はその一

部と みなさ ない。  

 （ 契約の解除）  

第 17 条 甲は、 乙がこ の契約に定める 義務を 履行し ない場合において、 甲が相当の期

間を 定めてその履行の催告を 行い、 その期間内に履行がないと き は、 こ の契約を 解除

する こ と ができ る 。  

２  前項の規定にかかわら ず、 甲は、 乙が第 10 条第７ 項第１ 号から 第５ 号ま でのいず

れかに該当し ている と 認めら れる と き は、 こ の契約を解除する こ と ができ る 。  

３  甲は、 前項の規定によ り こ の契約を 解除し た場合は、 こ れによ り 乙に生じ た損害に

ついて、 何ら 賠償する こ と を 要し ない。  

４  乙は、 甲が第２ 項の規定によ り こ の契約を 解除し た場合において、 甲に損害が生じ

たと き は、 その損害を賠償する も のと する 。  

 （ 買戻し の特約）  

第 18 条 甲は、 乙が第 10 条第１ 項に規定する 義務を履行し ないと き は、 売買物件を買

い戻すこ と ができ る 。  

２  前項の買戻期間は、 こ の契約の締結の日から 起算し て 10 年間と する 。  

３  乙は、第１ 項に規定する 甲の売買物件の買戻し の権利及び前項の買戻期間を買戻し

の特約事項と し て登記する こ と に同意する 。  

４  甲は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 乙から の申出によ り 、 買戻し の特約

の抹消登記手続き を 嘱託する 。 なお、 登記手続き に要する 費用は、 乙の負担と する 。 

 ( 1)  乙が第 10 条第１ 項第２ 号の規定によ り 耐震性がある こ と を 確認でき る 評価書等

を 甲に提出し たと き 。  

 ( 2)  甲が第 10 条第３ 項の規定によ り 工事の完了を 確認し たと き 。  

 （ 返還金等）  

第 19 条 甲は、第 17 条の規定によ り こ の契約を解除し たと き 又は前条第１ 項の規定に

よ り 売買物件の買戻し を 行っ たと き は、 乙が支払っ た売買代金を 返還する 。 ただし 、

当該返還金には利息を付さ ない。  

２  甲は、 第 17 条の規定によ り こ の契約を解除し たと き 又は前条第１ 項の規定によ り

売買物件の買戻し を 行っ たと き は、 乙が負担し た第９ 条第２ 項に規定する 登記費用、

第 10 条第２ 項に規定する 工事費用及び第 23 条に規定する 契約費用は返還し ない。  

３  甲は、 第 17 条の規定によ り こ の契約を解除し たと き 又は前条第１ 項の規定によ り

売買物件の買戻し を行ったと き は、 乙が支払っ た第 16 条第１ 項及び第２ 項の違約金

並びに乙が売買物件に支出し た必要費、 有益費その他一切の費用は償還し ない。  

 （ 原状回復義務）  

第 20 条 乙は、 甲が第 17 条の規定によ り こ の契約を解除し たと き 又は第 18 条第１ 項

の規定によ り 売買物件の買戻し を 行ったと き は、甲の指定する 期日ま でに売買物件を

原状に回復し て甲に返還し なければなら ない。 ただし 、 甲が売買物件を原状に回復さ

せる こ と が適当でないと 認めたと き は､現状のま ま 返還する こ と ができ る 。  

２  乙は、 前項ただし 書に規定する 場合において、 乙の責めに帰すべき 事由によ り 甲に

損害を 与えたと き は、 その損害に相当する 金額を甲に支払わなければなら ない。  

３  乙は、 第１ 項の規定によ り 売買物件を甲に返還する と き は、 甲の指定する 期日ま で

に、甲の定める 売買物件の所有権の移転登記に係る 承諾書を甲に提出し なければなら

ない。  

 （ 損害賠償）  
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第 21 条 甲は、 乙がこ の契約に定める 義務を 履行し ないため損害を受けたと き は、 そ

の損害の賠償を 請求する こ と ができ る 。 ただし 、 乙の責めに帰すべき 事由がないと き

は、 こ の限り でない。  

 （ 返還金の相殺）  

第 22 条 甲は、 第 19 条第１ 項の規定によ り 売買代金を 返還する 場合において、 乙が第

16 条第１ 項及び第２ 項の違約金、 前条に規定する 損害賠償その他の甲に金銭を 納付

すべき 債務がある と き は、返還する 売買代金の全部又は一部と 相殺する こ と ができ る 。 

 （ 契約費用）  

第 23 条 こ の契約の締結に要する 費用は、 乙の負担と する 。  

 （ 管轄裁判所）  

第 24 条 こ の契約から 生ずる 一切の法律関係に関する 訴えについては、 岡山地方裁判

所を 第一審の管轄裁判所と する 。  

 （ 疑義の決定）  

第 25 条 こ の契約に定めのない事項又はこ の契約に関し 疑義を 生じ た事項については、

甲乙協議の上決定する 。  

 こ の契約の締結を 証する ため、 本書を ２ 通作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自その１ 通

を 保有する 。  

 

   年  月  日 

 

               甲  売払人 岡山市北区内山下二丁目４ 番６ 号 

                      岡 山 県 

                      岡山県知事 

 

               乙  買受人 
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県有財産売買契約書（ 案）  

 

 売払人岡山県（ 以下「 甲」 と いう 。） と 買受人    （ 以下「 乙」 と いう 。） と は、

岡山県有財産を売買する こ と について、 次の条項によ り 売買契約を締結する 。  

 （ 信義誠実の義務）  

第１ 条 甲乙両者は、 信義を 重んじ 、 誠実にこ の契約を履行し なければなら ない。  

 （ 売買物件）  

第２ 条 甲が乙に売り 払う 物件（ 以下「 売買物件」 と いう 。） は、 次のと おり と する 。  

所在地 区分 数量 備考 

  平方メ ート ル 定着物及び附属物を含む。 

 （ 売買代金）  

第３ 条 売買代金は、 金     円（ 土地：      円、 建物：      円（ う

ち消費税額及び地方消費税の額金    円）） と する 。  

 （ 契約保証金）  

第４ 条 契約保証金は、 免除する 。  

 （ 売買代金の納付）  

第５ 条 乙は、売買代金と し て金     円を甲の発行する 納入通知書によ り   年  

月  日ま でに甲に納付し なければなら ない。  

 （ 遅延利息）  

第６ 条 乙は、 前条に規定する 期限ま でに売買代金を納付し なかっ たと き は、 当該期限

の翌日から 売買代金を完納する 日ま での日数に応じ 、 当該未払額につき 年 8. 65 パー

セント の割合で計算し た額を 遅延利息と し て甲に納付し なければなら ない。  

 （ 所有権の移転）  

第７ 条 売買物件の所有権は、 乙が売買代金を 完納し た時に乙に移転する 。  

 （ 売買物件の引渡し ）  

第８ 条 甲は、 売買物件の所有権の移転と 同時に、 何ら の手続を 要し ないで売買物件を

現状有姿のま ま 乙に引き 渡し たも のと する 。  

 （ 所有権の移転登記）  

第９ 条 甲は、 売買物件の引渡し 後、 乙の請求によ り 所有権移転の登記を嘱託する 。  

２  前項の登記に要する 費用は、 乙の負担と する 。  

 （ 危険負担）  

第 10 条 こ の契約の締結の時から 売買物件の引渡し の時ま でにおいて、 売買物件が甲

乙双方の責めに帰する こ と のでき ない事由によ り 滅失し 、 又は毀損し た場合には、 そ

の損害は、 乙の負担と する 。  

 （ 契約不適合責任）  

第 11 条 乙は、 引き 渡し を受けた売買物件が種類、 品質又は数量に関し て契約の内容

に適合し ないも のである こ と を発見し ても 、 甲に対し て売買物件の修補の請求、 売買

代金の減額の請求、 損害賠償の請求、 契約の解除その他一切の請求を する こ と ができ

ない。 ただし 、 売買物件の引渡し の日から 起算し て２ 年以内であっ て、 乙が消費者契

約法（ 平成 12 年法律第 61 号） 第２ 条第１ 項に規定する 消費者である と き は、 こ の限

り でない。  

 （ 用途制限）  

第 12 条 乙は、 売買物件を 暴力団（ 岡山県暴力団排除条例（ 平成 22 年岡山県条例第 57
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号。 以下「 条例」 と いう 。） 第２ 条第１ 項に規定する 暴力団を いう 。 以下同じ 。） 若し

く は法律の規定に基づき 公の秩序を 害する おそれのある 団体等である こ と が指定さ

れている 者の事務所又はその他こ れに類する も のの用に供し てはなら ない。  

２  乙は、 こ の契約の締結の日から 起算し て 10 年間は、 売買物件を風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する 法律（ 昭和 23 年法律第 122 号） 第２ 条第１ 項に規定す

る 風俗営業及び同条第５ 項に規定する 性風俗関連特殊営業その他こ れら に類する 営

業の用に供し てはなら ない。  

 （ 所有権の移転等の禁止）  

第 13 条 乙は、売買物件及びこ の契約の締結後に売買物件に設置し た建物等の物件を、

次の各号のいずれかに該当する 者に譲渡し 、 又は貸し 付けてはなら ない。  

( 1)  前条第１ 項の用に供する おそれのある 者 

( 2)  暴力団員等（ 条例第２ 条第３ 号に規定する 暴力団員等をいう 。 以下同じ 。） 若し

く は法律の規定に基づき 公の秩序を 害する おそれのある 団体等の構成員又はその

他こ れに類する 者 

２  乙は、 こ の契約の締結の日から 起算し て 10 年間は、 売買物件又はこ の契約の締結

後に売買物件に設置し た建物等の物件を 、前条第２ 項の用に供する おそれのある 第三

者へ譲渡し 、 又は貸し 付けてはなら ない。  

３  乙は、 売買物件を 第三者へ譲渡し 、 又は貸し 付ける と き には、 前２ 項に規定する 義

務について、 その譲受人又は賃借人に承継さ せなければなら ない。  

 （ 実地調査等）  

第 14 条 甲は、 前２ 条に規定する 義務の履行状況を 確認する ため、 乙に所要の報告を

求め、 又は随時に実地調査を する こ と ができ る 。  

２  乙は、 甲から 要求がある と き は、 売買物件について利用状況の事実を証する 書類そ

の他の資料を添えて売買物件の利用状況等を 甲に報告し なければなら ない。  

３  乙は、 正当な理由なく 、 前２ 項に規定する 実地調査等を拒み、 妨げ、 若し く は忌避

し 、 又は報告若し く は資料の提出を 怠っ てはなら ない。  

 （ 違約金）  

第 15 条 甲は、 乙が第 12 条若し く は第 13 条のいずれかの規定に違反し たと き 又は次

条の規定によ り 契約を解除し たと き は、 売買代金の 100 分の 30 に相当する 額の違約

金を 乙から 徴収する こ と ができ る 。  

２  甲は、乙が前条第２ 項又は第３ 項の規定に違反し たと き は、売買代金の 100 分の 10

に相当する 額の違約金を乙から 徴収する こ と ができ る 。  

３  前２ 項の違約金は違約罰であり 、次条の規定によ る 甲の契約の解除の権利の行使を

妨げない。  

４  第１ 項及び第２ 項の違約金は、 第 19 条に規定する 損害賠償の額の予定又はその一

部と みなさ ない。  

 （ 契約の解除）  

第 16 条 甲は、 乙がこ の契約に定める 義務を 履行し ない場合において、 甲が相当の期

間を 定めてその履行の催告を 行い、 その期間内に履行がないと き は、 こ の契約を 解除

する こ と ができ る 。  

２  甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当し ている と 認めら れる と き は、 こ の契約を解

除する こ と ができ る 。  

 ( 1)  役員等（ 個人である 場合にはその者を 、 法人である 場合には役員若し く は支店若

し く は営業所の代表者を 、 又は団体である 場合には代表者、 理事等、 その他経営に
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実質的に関与し ている 者を いう 。 以下同じ 。） が、 暴力団員等である と 認めら れる

と き 。  

 ( 2)  暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与し ている と 認めら れる と き 。  

 ( 3)  役員等が自己、自社若し く は第三者の不正の利益を図る 目的又は第三者に損害を

加える 目的を 持って、 暴力団又は暴力団員等を利用し たと 認めら れる と き 。  

 ( 4)  役員等が、 暴力団又は暴力団員等に対し て資金等を 供給し 、 又は便宜を 供与する

等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し 、又は関与し ている と 認めら

れる と き 。  

 ( 5)  役員等が暴力団又は暴力団員等と 社会的に非難さ れる べき 関係を 有し ている と

認めら れる と き 。  

３  甲は、 前項の規定によ り こ の契約を 解除し た場合は、 こ れによ り 乙に生じ た損害に

ついて、 何ら 賠償する こ と を 要し ない。  

４  乙は、 甲が第２ 項の規定によ り こ の契約を 解除し た場合において、 甲に損害が生じ

たと き は、 その損害を賠償する も のと する 。  

 （ 返還金等）  

第 17 条 甲は、 前条の規定によ り こ の契約を 解除し たと き は、 乙が支払っ た売買代金

を返還する 。 ただし 、 当該返還金には利息を 付さ ない。  

２  甲は、 前条の規定によ り こ の契約を 解除し たと き は、 乙が負担し た第９ 条第２ 項に

規定する 登記費用及び第 21 条に規定する 契約費用は返還し ない。  

３  甲は、 第前条の規定によ り こ の契約を 解除し たと き は、 乙が支払っ た第 15 条第１

項及び第２ 項の違約金並びに乙が売買物件に支出し た必要費、有益費その他一切の費

用は償還し ない。  

 （ 原状回復義務）  

第 18 条 乙は、 甲が第 16 条の規定によ り こ の契約を解除し たと き は、 甲の指定する 期

日ま でに売買物件を原状に回復し て甲に返還し なければなら ない。 ただし 、 甲が売買

物件を 原状に回復さ せる こ と が適当でないと 認めたと き は､現状のま ま 返還する こ と

ができ る 。  

２  乙は、 前項ただし 書に規定する 場合において、 乙の責めに帰すべき 事由によ り 甲に

損害を 与えたと き は、 その損害に相当する 金額を甲に支払わなければなら ない。  

３  乙は、 第１ 項の規定によ り 売買物件を甲に返還する と き は、 甲の指定する 期日ま で

に、甲の定める 売買物件の所有権の移転登記に係る 承諾書を甲に提出し なければなら

ない。  

 （ 損害賠償）  

第 19 条 甲は、 乙がこ の契約に定める 義務を 履行し ないため損害を受けたと き は、 そ

の損害の賠償を 請求する こ と ができ る 。 ただし 、 乙の責めに帰すべき 事由がないと き

は、 こ の限り でない。  

 （ 返還金の相殺）  

第 20 条 甲は、 第 17 条第１ 項の規定によ り 売買代金を 返還する 場合において、 乙が第

15 条第１ 項及び第２ 項の違約金、 前条に規定する 損害賠償その他の甲に金銭を 納付

すべき 債務がある と き は、返還する 売買代金の全部又は一部と 相殺する こ と ができ る 。 

 （ 契約費用）  

第 21 条 こ の契約の締結に要する 費用は、 乙の負担と する 。  

 （ 管轄裁判所）  

第 22 条 こ の契約から 生ずる 一切の法律関係に関する 訴えについては、 岡山地方裁判
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物件番号２ 、 ４ 、 ５ 、 ６ 、 ８ 、 ９ 、 10 の場合 

所を 第一審の管轄裁判所と する 。  

 （ 疑義の決定）  

第 23 条 こ の契約に定めのない事項又はこ の契約に関し 疑義を 生じ た事項については、

甲乙協議の上決定する 。  

 こ の契約の締結を 証する ため、 本書を ２ 通作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自その１ 通

を 保有する 。  

 

  年  月  日 

 

               甲  売払人 岡山市北区内山下二丁目４ 番６ 号 

                      岡 山 県 

                      岡山県知事 

 

 

               乙  買受人 
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